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の千葉県教育の目指す姿や、新計画の基本目
標について検討を行った。
　また、令和元年度に開催した「次世代へ光
り輝く『教育立県ちば』を実現する有識者会
議」では、前年度の懇話会における議論を基
に、千葉県教育の施策や具体的な取組につい
て意見を伺った。
　この懇話会や有識者会議において伺った
意見を基に、新計画では、千葉県教育をめ
ぐる現状として、AIなど技術革新の進展や
Society5.0への対応、自己肯定感・自尊感情
の向上、誰一人取り残さない教育の実現、人
口減少・少子高齢化の進行や地域間格差への
対応、コミュニティ・スクール導入など地域
コミュニティの充実、教員の多忙化と働き方
改革、子供をめぐる重大事案の発生といった
７つの視点に留意することとした。
　また、前計画を検証した結果、前計画は一
定の成果を上げているものの、学校・家庭・
地域の連携や、勉強が好きな児童生徒の割合、
新体力テスト平均点及び朝食を毎日食べてい
る児童生徒の割合の低下といった課題がある
ものと評価したところである。

３　計画の基本理念・基本目標
　こうした認識の下、新計画では「ちばの教
育の力で『県民としての誇り』を高める！『人
間の強み』を伸ばす！『世界とつながる人材』
を育てる！」を、計画全体を貫く基本理念と
して新たに掲げることとした。
　これは、子供たちの自己肯定感を高め、県

１　はじめに
　本県では、教育基本法の規定に基づき、国
の教育振興基本計画を参酌し、平成22年３月
に、「みんなで取り組む『教育立県ちば』プ
ラン」（第１期計画）を、平成27年２月には

「新みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」
（第２期計画）を策定し、「教育立県ちば」の
実現に向けて取り組んできた。
　本年３月で第２期計画が終了することから、
後継計画として、この４月から令和７年３月
までの５年間を計画期間とする第３期教育振
興基本計画「次世代へ光り輝く『教育立県ち
ば』プラン」を本年２月に策定したところで
ある。
　新計画では、本県教育を取り巻く課題や、
前計画の成果等を踏まえて、新たに計画の基
本理念を掲げ、千葉県教育の目指す姿の実現
に向けた柱に据えている。

２　計画の策定経緯
　計画の策定に当たっては、外部の有識者の
知見を新計画に反映するため、平成30年度か
ら令和元年度にかけ、有識者から幅広く意見
を伺った。
　平成30年度に開催した「次世代へ光り輝
く『教育立県ちば』を推進する懇話会」では、
子供の資質・能力の向上、道徳教育の充実、
学校指導体制の構築、いじめ不登校防止・特
別支援教育等、家庭・地域の教育力の向上と
活用、体育・スポーツと文化の振興の６つの
テーマについて意見を伺い、10年後、2030年
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『教育立県ちば』プラン」について



千葉教育　令和２年度　蓮　31

力」「豊かな心」「健やかな体」のバランスの
取れた「生きる力」の育成や、子供の自立や
社会参加に向けた能力や可能性の伸長の視点
で、４つの施策を位置付けている。
　このうち、施策１については、「学力向上」「読
書」「外国語教育」「ICT活用」「キャリア教育」

「幼児教育」など、子供の学力に関する取組を
一つに集約して重点化し、主体的・対話的で
深い学びの充実に努めていくこととしている。
　また、施策２については、全ての県立高等
学校における「道徳」を学ぶ時間の導入など、
これまで、千葉県では全国に先駆けて道徳教
育の充実に努めてきたところだが、学習指導
要領の改訂に伴う、特別の教科である道徳の
導入などを踏まえ、道徳教育の更なる推進に
取り組むこととしている。
○基本目標２
　ちばの教育の力で、「自信」と「安心」を
育む学校をつくる
　「学校」に関する基本目標では、子供の学
びを支える学習環境づくり、教員採用・研修
の充実や働き方改革、不登校など様々な困難
を有する児童生徒、家庭へのきめ細かな支援
の視点で、３つの施策を位置付けている。
　このうち、施策６については、教員採用選考
の充実や、「千葉県教職員研修体系」に基づく、
信頼される質の高い教員の育成、教職員が子供
と向き合う時間を確保するため、教職員の負担
軽減に向けた取組を推進することとしている。
　また、施策７については、「不登校児童生
徒への支援」「再チャレンジの機会充実」「経
済的理由等による困難への支援」「外国人児
童生徒の受入れ」など、前計画では別々の施
策に分かれていた、様々な困難を抱えた児童
生徒や家庭へのきめ細かな支援に関する取組
を一つにまとめ、新たに重点施策として位置
付けている。

民としての誇りを持って、未来への第一歩を
踏み出せるよう育むこと、デジタルの時代こ
そ必要となる創造性や道徳性、倫理性などの
人間の強みを高めること、そして、東京オリ
ンピック・パラリンピックの開催を契機に、
子供たちにグローバル時代に必要な資質・能
力を育むことを、千葉県の持つ教育のポテン
シャル、すなわち「ちばの教育の力」により
実現することを目指して、基本理念として掲
げたものである。
　また、計画の基本目標については、前計画
では「子供」「学校・家庭・地域」「県民」の
３つを柱としていたが、家庭の教育力の向上
や地域の教育資源の活用などの「家庭・地域」
における課題や、新学習指導要領への対応や
学校における働き方改革などの「学校」にお
ける課題への対応を目指し、新計画では「学
校」と「家庭・地域」を分けて、「子供」「学
校」「家庭・地域」「県民」の４つを柱として
基本目標を定めることとした。

４　計画の施策・取組
　新計画では、以下に述べる４つの基本目標
の下、11の施策と37の取組を位置付けている。
前計画の17の施策、60の取組から大幅に減少
しているが、各施策・取組の整理・統合を図
り、施策体系を分かりやすく再構成したこと
によるものである。
　なお、前述の基本理念にある「ちばの教育
の力」について、千葉県の持つ教育のポテン
シャルにより４つの基本目標を実現するとい
うメッセージにしたいと考え、全ての基本目
標にキーワードとして含めている。
○基本目標１
　ちばの教育の力で、志を持ち、未来を切り
拓く、ちばの子供を育てる
　「子供」に関する基本目標では、「確かな学
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５　計画の推進に向けて
　平成27年４月、「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」の一部が改正され、総合
教育会議の設置や大綱の策定など、知事と教
育委員会との連携の強化に向けた様々な改革
が行われ、本県でも、平成27年10月に「千葉
県の教育の振興に関する大綱」が策定された。
県教育委員会としては、大綱の趣旨を十分に
踏まえ、知事と教育施策の大きな方向性を共
有し、福祉、雇用労働、防災、環境、産業な
ど関係部局との緊密な連携を図りながら、新
計画を着実に推進し、「教育立県ちば」の実
現を目指していく。
　また、教育委員会は、これまで以上に住民
に開かれた教育行政を推進することが求めら
れている。県では、これまでも「地域の教育
的ニーズに応える教育委員会」「県民に、よ
り開かれた教育委員会」を目指して現場重視
と情報公開などに取り組んできた。今後も、
授業参観や教育活動の視察をはじめ、中学
生・高校生との交流会、「学校を核とした県
内1000か所ミニ集会」などにおいて、子供や
教職員、県民の意見を直接伺うなど、県民の
意向を十分に反映した教育行政を進めていく。
　さらに、幼稚園児の９割、高校生の３割が
通っている私立学校は、公立学校とともに公
教育の一翼を担い、県民の学校選択の自由を
確保する重要な役割を果たしていることから、
建学の精神に基づく教育の振興を図るととも
に、公立学校との連携を促進し、県全体の教
育の充実を図っていく。
　この計画に基づき、全ての県民が一体となっ
て質の高い教育を確立し、子供たちが「千葉
に生まれ、千葉に住み、千葉で学んで本当に
良かった」と胸を張って言えるよう、全力で
取り組んでいきたいと考えている。引き続き、
御協力いただければ幸いである。

○基本目標３
　ちばの教育の力で、家庭と地域の絆

きずな
を深め、

全ての人が活躍できる環境を整える
　「家庭・地域」に関する基本目標では、家
庭教育への支援や家庭・地域との協働体制の
構築、生涯学習の推進の視点で、２つの施策
を位置付けている。 
　このうち、施策８については、全ての教育
の出発点である家庭教育への支援の充実や、
学校運営協議会制度（コミュニティ・スクー
ル）の導入促進など、家庭・地域と学校との
協働体制の充実、児童虐待の防止及び早期発
見など、不適切な養育から子供を守る取組の
充実・強化を図ることとしている。
　また、施策９については、県民の誰もが必
要に応じて学習でき、その成果を生かすこと
ができる場の充実や、障害のある人の生涯を
通じた多様な学習活動の充実など、生涯学習
の推進に取り組むこととしている。
○基本目標４
　ちばの教育の力で、世界を舞台に活躍する
人材を育成し、「楽しい」「喜び」に満ちた豊
かな社会を創る
　「県民」に関する基本目標では、国際社会の
担い手として求められる能力の育成、スポーツ
の推進の視点で、２つの施策を位置付けている。 
　このうち、施策10については、子供たちに
郷土や国を愛する心や誇りを育むための教育
や、多様性を尊重する態度などグローバル社
会において必要となる資質・能力の育成、県
民が日本の伝統文化にふれ親しむことができ
る環境づくりに努めていくこととしている。
　また、施策11については、県民がスポーツ
に親しむことができる環境づくりや、障害者
スポーツの推進、将来、国内・国際大会など
で活躍が期待される選手の発掘・育成・強化
などに取り組むこととしている。
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